
議案第２７号  

 

スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について  

 

スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約（平成２６年３月２４日議決、平

成２８年１０月１７日変更議決、平成２９年３月１７日変更議決、平成３０年

３月１６日変更議決、平成３１年３月１５日変更議決、令和元年１０月１１日

変更議決、令和２年３月１９日変更議決、令和３年３月１９日変更議決及び令

和４年３月１８日変更議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。  

 

令和５年 ２ 月１３日提出  

川崎市長 福 田 紀 彦  

 

 ４の契約金額「１８，２２０，６３７，９２２円」を「１８，２７４，５８

３，９１６円」に変更する。  



参考資料  

 

１ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について（平成２６年２

月１８日提出・平成２６年３月２４日議決）  

１ 事  業  名 スポーツ・文化複合施設整備等事業 

２ 履 行 場 所 川崎市川崎区富士見１丁目１番４号 

３ 契 約 の 方 法 総合評価一般競争入札  

４ 契 約 金 額 １８，１２７，５５２，１９０円  

５ 契 約 期 間 契約締結の日から平成４０年３月３１日まで  

６ 契約の相手方 川崎市幸区大宮町１番地５  

株式会社アクサス川崎 

代表取締役 簗瀬 正 

 

２ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成２８年９

月５日提出・平成２８年１０月１７日議決）  

 ４の契約金額「１８，１２７，５５２，１９０円」を「１８，２９１，６０

５，８２９円」に変更する。  

 

３ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成２９年２

月１３日提出・平成２９年３月１７日議決）  

４の契約金額「１８，２９１，６０５，８２９円」を「１８，２４７，５８

５，９５０円」に変更する。  

 

 

 



参考資料  

 

１ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について（平成２６年２

月１８日提出・平成２６年３月２４日議決）  

１ 事  業  名 スポーツ・文化複合施設整備等事業 

２ 履 行 場 所 川崎市川崎区富士見１丁目１番４号 

３ 契 約 の 方 法 総合評価一般競争入札  

４ 契 約 金 額 １８，１２７，５５２，１９０円  

５ 契 約 期 間 契約締結の日から平成４０年３月３１日まで  

６ 契約の相手方 川崎市幸区大宮町１番地５  

株式会社アクサス川崎 

代表取締役 簗瀬 正 

 

２ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成２８年９

月５日提出・平成２８年１０月１７日議決）  

 ４の契約金額「１８，１２７，５５２，１９０円」を「１８，２９１，６０

５，８２９円」に変更する。  

 

３ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成２９年２

月１３日提出・平成２９年３月１７日議決）  

４の契約金額「１８，２９１，６０５，８２９円」を「１８，２４７，５８

５，９５０円」に変更する。  

 

 

 

４ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成３０年２

月１３日提出・平成３０年３月１６日議決）  

４の契約金額「１８，２４７，５８５，９５０円」を「１８，２４６，８７

９，６３０円」に変更する。  

 

５ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（平成３１年２

月１２日提出・平成３１年３月１５日議決）  

４の契約金額「１８，２４６，８７９，６３０円」を「１８，２５８，６２

４，７３２円」に変更する。  

 

６ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和元年９月

２日提出・令和元年１０月１１日議決）  

４の契約金額「１８，２５８，６２４，７３２円」を「１８，３２４，８１

２，０６４円」に変更する。  

 

７ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和２年２月

１７日提出・令和２年３月１９日議決）  

４の契約金額「１８，３２４，８１２，０６４円」を「１８，３４１，９７

２，６３７円」に変更する。  

 

８ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和３年２月

１５日提出・令和３年３月１９日議決）  

４の契約金額「１８，３４１，９７２，６３７円」を「１８，２４２，３２

８，８８１円」に変更する。  

 



９ スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について（令和４年２月

１４日提出・令和４年３月１８日議決）  

４の契約金額「１８，２４２，３２８，８８１円」を「１８，２２０，６３

７，９２２円」に変更する。  

 

１０ 変更理由  

  事業契約書第７９条による物価変動等に伴い、契約金額の変更を行うもの

である。  


